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タイムビジネス信頼・安心認定制度 運用規約 新旧対照表(2022年5月1日改正)

新（2022年5月1日施行） 旧(2021年10月1日施行）

（認定の効力の存続）
第二十六条 協会は、時刻配信業務の認定事業者がその認定に係る業務廃止の届出を行

い、業務の信頼性確保の措置を講じる場合、利用者が他の時刻配信業務または方式へ
の移行が完了するまでの間、その認定の効力を存続することができる。

２ 協会は、時刻認証業務の認定事業者が第十六条に基づき特例認定の申請を行い、そ
の認定に係る業務の信頼性確保の措置を講じている場合、総務大臣認定への移行が完
了するまでの間、その認定の効力を存続することができる。ただし、令和五年七月二十九
日を超えて存続することはできない。

（後略）

（認定の効力の存続）
第二十六条 協会は、時刻配信業務の認定事業者がその認定に係る業務廃止の届出を行

い、業務の信頼性確保の措置を講じる場合、利用者が他の時刻配信業務または方式へ
の移行が完了するまでの間、その認定の効力を存続することができる。

２ 協会は、時刻認証業務の認定事業者が第十六条に基づき特例認定の申請を行い、そ
の認定に係る業務の信頼性確保の措置を講じている場合、特例認定の諾否について決
定するまでの間、その認定の効力を存続することができる。

（後略）


